
以下の事項については、より中長期的な課題として検討する必要があるのではないか。 

１）制度化に向けて、目的の再検討 

(ア) 事業の目的は死亡原因の究明であるが、今後制度化を検討するにあたっては、民事

的な紛争解決に対する取り組みも必要ではないか。 

(イ) 解剖を行っても必ずしもすべての死因が明らかになるわけではないということがわ

かってきたが、これについてはどう考えるか。 

 

２）患者遺族からの受付 

（ア）患者遺族からの受付について、今後制度化の際に考慮する必要があるのではないか。 

 

３）依頼医療機関の院内調査委員会 

(ア) 多くの医療機関では十分な院内調査委員会を設置するのは困難であり、学会等を通

じて委員を派遣するなど、各医療機関内で十分な調査を行える体制を整備することに

ついて検討してはどうか。 

 

４）調査方法について 

(ア) 現在のモデル事業においては、すべて解剖を行っているが、オートプシーイメージ

ング(死後の画像診断)の利用や必要最小限の部位のみの検体検査（髄液や胸腹水の採

取等）に留め、解剖に対する遺族感情に配慮した方法も考える必要があるのではない

か。 

(イ) 各医療機関における院内調査委員会の報告書を、地域評価委員会で審査・評価する

方法を試行してはどうか。この際には、院内調査委員会の評価が不十分な場合のみ、

地域評価委員会が調査を開始するとしてはどうか。 

(ウ) 医療関連死について専門的に解剖を行えるような医師の育成が必要ではないか。 
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